
別記様式第１号

取 扱 基 準

名 称 女性緊急一時保護等事業費補助金

補助区分 運営費補助☐   事業費補助■

補助金の概要

女性の基本的人権と自由を侵害するあらゆる暴力の根絶及び

女性差別の根本的解決を図り、男女平等社会の形成を目標に活

動している市民団体が行う、シェルター（かけこみ寺）の運営

を主としたＤＶ被害者救済に関する事業を支援する。

目 標

数値化■   非数値化☐

「女性被害者がいつでも安心してかけこみ利用できる精神

的・物質的な環境を維持すること」

シェルター・ステップハウス入居支援（１００％を目指す） 

※ ステップハウスとは、シェルター収容がおおむね２週間を限度とするた

め、自立するまで入居する準シェルター施設 

<目標が数値でない場合の評価方法> 

補助事業者
特定非営利活動法人 女のスペース・にいがた

特定非営利活動法人 ウィメンズサポートセンターにいがた

補助対象経費の

内    容

シェルター・ステップハウス事業の運営に要する経費

（住宅賃借料、光熱水費、修繕費、研修費、通信費、火災保険

料、シェルター訪問活動費、備品費、町内会費）

補助額

及びその算定方法

又は補助率

補助対象経費の１／２以内（上限５５万円）

<補助額が５万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が 1/2を超える場合の理由>

開始時期 令和２年４月１日

評価の時期 令和４年９月３０日

終 期

令和５年３月３１日

（終期が３年を超える場合の理由）

補助事業者による

情報の公表

〔内容〕

新潟市の補助事業であることを記載する。

〔媒体〕

総会議案書、情報誌、チラシ等

担当部署

市民生活部 男女共同参画課

電 話 ０２５－２２６－１０６１

e-mail danjo@city.niigata.lg.jp 


